
様式第１号                  

審 査 基 準 整 理 票 

 
 

   処分名  入院患者の医療の公費負担の承認 

 

根拠法令名 
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律（平成１０年法律第１１４号） 

 （条項）第３７条第１項 

  基準法令名 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号）  （条項）第３７条第１項 

所管部署      健康福祉部（局）  保健予防課（室）  感染症対策係 

標準処理期間          １５ 日 法定処理期間           － 日 

 【審査基準】 ・文書の名称【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律におけ 

る健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて（平成１１年３ 

月１９日厚生省保健医療局長通知）】 

        ・掲載図書等【感染症法令通知集】 

        ・内容    □全部記載   ■一部・項目のみ記載 

 

 [入院患者の医療の公費負担の承認に係る審査基準] 

  入院患者の医療の公費負担の承認に係る審査基準は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第３７条第１項及び上記文書の名称欄に掲げる通知のとおりとする。 

  

 



 
 

 

 参考 

 [根拠法令・基準法令] 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 （入院患者の医療） 

第３７条 都道府県は、都道府県知事が第１９条若しくは第２０条（これらの規定を第２６条に

おいて準用する場合を含む。）又は第４６条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した

場合において、当該入院に係る患者（新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同

じ。）又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける

次に掲げる医療に要する費用を負担する。 

⑴ 診察 

⑵ 薬剤又は治療材料の支給 

⑶ 医学的処置、手術及びその他の治療 

⑷ 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

２～４ 略 

 

  

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 


